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のとされております。通報した者を特定させる

ような事項の取扱いも厳重に行いますので、上

司からなどの報告はさせることはないと考えて

おります。 

 ハラスメント防止のための取組も公益通報制

度も、健全な職場環境づくりを推進し、質の高

い市民サービスの提供、市民の利益につながる

ものだと考えておりますので、匿名であっても、

まずは情報提供をいただき、内容を精査した上

で、ハラスメントを受けた疑いも含めて、職員、

公益通報した職員に対しては、組織としてその

職員を守ることを第一に適切に対応してまいり

ます。 

 公益通報制度の規定等につきましては、長井

市の顧問弁護士、所管する消費者庁等から助言

や指導をいただきながら、整備を行っており、

今後ともそうした方のご意見を頂戴しながら対

応を図ってまいります。 

○鈴木富美子議長 13番、平 進介議員。 

○１３番 平 進介議員 それぞれに答弁をいた

だきました。 

 この２番の件につきましては、これは今回提

案されているという中身でございますので、こ

れから付託された常任委員会等で審査されるも

のと思っております。 

 １番目の特別職を含めたハラスメント防止条

例の制定につきましては、市長のほうから前向

きに検討したいと、進めるというお話でござい

ますので、ぜひ、議会提案も当然あるわけです

が、市長のほうから案をつくっていただきなが

ら進めていただければ大変いいのかなと思って

おりますし、議会の活性化にもつながりますの

で、議会のほうでも少し話題提供しながら、議

会でも考えていただきたいと思っております。 

 あと、カスタマーハラスメント条例というお

話もありましたので、近年、そちらのほうも出

てきているようですので、ぜひご検討いただけ

ればと思っております。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○鈴木富美子議長 ここで暫時休憩いたします。

再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０８分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○鈴木富美子議長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 それでは、市政一般に関する質問を続行いた

します。 

 なお、今泉春江議員から、資料の配付につい

て申出があり、会議規則第150条の規定により

許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 

 

 鈴木一則議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位３番、議席番号６番、鈴

木一則議員。 

  （６番鈴木一則議員登壇） 

○６番 鈴木一則議員 政新長井の鈴木一則です。

会派を代表して一般質問いたします。 

 昨シーズンの雪は年末にまとまった雪になり

ましたが、年が明けてからは積もっても消える

ような状態で、４月の初めには桜が咲く暖かさ

だったと思います。今年のシーズンは、年が明

けてから徐々に積雪が高まり、２月立春後の寒

の戻りの雪と２月18日からは今シーズン最大、

最長の寒波に見舞われ、連日の降雪で153セン

チの最大積雪深を記録いたしました。屋根から

落雪した雪が屋根に届きそうになるのもかなり

久しぶりかなという感じをしております。大変

大雪のシーズンになりました。一時、米沢市の



 

―７１― 

積雪量を超えてしまう積雪ともなり、久々に雪

下ろしをされた市民の皆さん、業者の皆さんも

除雪、雪片づけで大変なご苦労でした。私も１

日３回除雪した日が数回あり、除雪機の燃料が

あっという間に底をつく事態になりました。 

 置賜地域各市町と長井市の排雪状況を比べま

すと、消雪設備や丁寧な除雪の対応により、長

井市は冬の生活の安全・安心レベルが高いと感

じます。市の関係課、対応いただいた業者の皆

さんに敬意を表したいと思います。 

 また、雪害によりけがをなされた方、被害の

遭われた方々にお見舞いを申し上げます。 

 地球温暖化の影響と思われる災害は世界中で

起きていますので、この地域にいつ、どんな災

害が起きるか、予想できない環境となってきま

した。安全で安心な市民生活を守るのが行政の

役割です。一層の予防対策を行い、被害を最小

限にとどめる対応を行うことが重要と感じます。 

 ２月22日に開催された少年会議において、学

生が過ごせる場所がないというテーマで発表さ

れた班がございました。充実した学生生活を送

りたい、地元への愛着、個人店の存続という課

題解決を目的とした提案があり、生徒自らまち

なかのにぎわいづくりのため、活用していきた

いというものでした。ニーズとして、生徒の皆

さんがお持ちなので、ぜひ実現させたいと思い

ました。この関連も含め、質問に入ります。 

 最初の質問です。第３期都市再生整備計画の

事後評価と次期都市再生整備計画についてです。 

 １点目、第３期都市再生整備計画の事後評価

で達成指標のうち、歩行者通行量が未達成であ

り、目標値と差があると感じるが、対策はある

かについて、建設課長にお伺いをいたします。 

 市街地における通行量（休日）が目標に届か

ず、差もあると感じます。達成理由には「くる

んと」や旧長井市小学校第一校舎への来館者は

車による移動が大半で、中心市街地への徒歩で

の回遊にはつなげられなかったとされています。

中心市街地活性化基本計画に関係しますが、道

の駅川のみなと長井から市役所、「くるんと」

までの間には旧長井市小学校第一校舎以外に誘

客する施設がないことで、歩くには遠いと感じ

られたからではないですか。第一校舎を回った

後に、続いて、歩いてそこに行こう、次はあそ

こにと、目的とする施設などがつながることが

必要と思います。次期計画での歩行者通行量を

達成させる基幹事業等での対策の考えはあるか

についてお伺いをいたします。 

 ２点目、中心市街地活性化基本計画の活性化

目標を具現化するためのハード事業は着々と進

むが、まちなかのにぎわい対策が遅れないよう

対応すべきではないかについて、商工振興課長

にお伺いをいたします。 

 中心市街地活性化基本計画の目標設定にも、

人が集い、回遊したくなる魅力を生む仕組みづ

くりが掲げられていることから、指標の実現は

公共施設整備により、中核的な施設が整備され

たこの機会にスピード感を持って成果を上げる

必要があると考えます。回遊者の増加を目指す

には、都市計画道路長井駅海田線街路事業の完

成を待っては遅いと考えます。なぜなら、完成

した本町通りは大変きれいになり、まちづくり

協定により開放感がある街路となりましたが、

事業開始から整備完了までの期間が予想より長

くなったため、店舗はあるが、空きスペースが

目立ち、回遊するにはまだ魅力が十分とは言え

ないと感じているからです。街路事業が行われ

る栄町には、駅に行く途中に閉鎖されたＪＡ山

形おきたま長井支店などの活用可能な空き店舗

や空き地等があります。これらを利用し、新規

の事業者を迎えるための就業支援や建物のリニ

ューアルの支援やコンサルなどの支援が必要と

考えます。中心市街地活性化基本計画に基づき、

積極的な仕掛けをしていただきたいと考えます

がどうですか、お伺いをいたします。 

 ３点目、次期都市再生整備計画の工場跡地の
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街区公園化を進めるに当たり、権利等の解決は

どのように進めるのかについて、技術参与にお

伺いをいたします。 

 第３期都市再生整備計画では都市構造再編集

中支援事業をフルに活用し、中心市街地の機能

の強化がなされ、コンパクトで持続可能な都市

の再構築が推進されました。次期計画では、観

光交流センター周辺の整備、居住誘導区域内で

の宅地造成、重要文化的景観地区の宮・小桜街

区周辺の道路整備等々と中心市街地にある工場

跡地の利活用が事業として掲げられています。

特に工場跡地の問題は、以前より周辺住民の皆

から建物の一部の落下や屋根の雪の落雪の危険

など、苦情が出されており、地域として困って

いたものです。 

 しかし、権利者が放棄しているため、以前か

ら市長も、国の事業でも入らないと解決が難し

いと、なかなか手がつけられないものであった

と認識しています。この事業で採択され、改善

されることを願いたいのですが、債権者も放棄

しているとお聞きしますので、その手続の進め

方、完了のめどはいつになるのか、お伺いをい

たします。 

 ４つ目、次期都市再生整備計画事業の街区公

園整備後の周辺整備について、市長にお伺いを

いたします。 

 この工場跡地周辺は道路事情も悪く、周辺に

は空き家も多くなっています。次期計画では、

公園整備後の周辺開発やにぎわい創出に関して

は、まだ触れられていないようですが、区域全

体の構想が必要と思いますが、どうでしょうか。 

 また、にぎわいのあるまちは、当たり前に駅

前に活気があります。長井駅は長井市の顔であ

り、長井市役所との合築という魅力と話題があ

ります。ぜひ街路事業と合わせ、エリアとして

整備が進むことを願いますが、市長のお考えを

お伺いいたします。 

 大きな２点目、厳しくなる財政事情の対応策

についてお伺いをします。 

 １点目、ふるさと応援基金の採納状況と新た

な返礼品について、政策推進参与にお伺いをい

たします。 

 今年度のふるさと応援基金の採納状況は、一

昨年の返礼品の規制変更の影響もあり、厳しい

ようですが、新年度予算では昨年同様に15億円

が計上されています。新しい返礼品等、見直し

がされ、今年以上の結果が見込めるということ

でしょうか。今後の基金増額に向けての新たな

返礼品について、どのような考えをお持ちか、

お伺いをいたします。 

 ２点目、ふるさと応援基金の減収分の財源確

保策について、政策推進参与にお伺いをいたし

ます。 

 ふるさと応援基金は既存事業への充当や新規

事業の取組などに活用し、ほぼ使途の規制もな

く、大変ありがたい財源です。また、総合戦略

に基づく地方創生に係る交付金を財源に、新規

事業の取組や交付金に該当する既存事業に充て

るなどが行われ、工夫されていると感じます。

ただ、既存事業が全て充てられるものでもなく、

一般財源として活用してきたふるさと応援基金

の減収が、今回説明のあった、予算化されずに

交付金を待ってという既存事業や委託料などに

影響したということなのでしょうか。経常経費

と思われるものが当初に予算化されていないこ

とはいかがなものかと感じます。一方、この事

業は優先度が高いのかと疑問を感じるものもあ

ります。厳しい予算の充当財源の確保策につい

てお伺いをいたします。 

 ３点目、今後も歳入の確保が難しくなる中、

公債費の償還等も厳しさを増している状況にあ

るが、今後の行財政運営について、財政課長に

お伺いをいたします。 

 令和元年からの財政の決算カードから財政の

状況を見ると、市税はほぼ横ばいでありますが、

人件費の増加が毎年度増加しています。この要
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因は何でしょうか。 

 ふるさと応援基金の減収もあり、一般財源に

余裕がなくなってきている状況に公債費の増嵩

が重なっており、予算編成は厳しかったのでは

と考えます。財政の中期見通しにある適切な行

財政運営の継続にはどのような対策があるとお

考えか、お伺いをいたします。 

 ４点目、地域活性化を進める事業の取組は重

要であるが、進めるための適切な行財政運営に

ついて、市長にお伺いをいたします。 

 施政方針に掲げる持続可能なまちづくりのた

め、総合計画に基づき、総合戦略、立地適正化

計画等を策定し、国の有利な財源により、公共

施設整備やデジタル化を進め、将来に向けた基

盤ができていると感じます。 

 しかし、地方都市は少子高齢化や人口流出に

より、人口の減少に歯止めがかからない状況で

あることから、行政の役割や業務が拡大するこ

とも危険と言えます。今の交付金等の事業では、

併任辞令による対応や会計年度任用職員の増加

など、必ずしも適切な行財政運営と考えるには

無理が生じてはいないでしょうか。将来に向け、

事業の再考や再編についての考えをお伺いをい

たします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○鈴木富美子議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 鈴木一則議員からは、政新長井

を代表して、大きく２つ、ご提言をいただきま

した。この２つというのは、まさに核心の部分

でして、というのは、最初の第３期都市再生整

備計画の事後評価と次期都市再生整備計画につ

いてということなんですが、鈴木一則議員には

過日の少年会議のほうにも傍聴にお越しいただ

いて、市議会のほうからも８名の議員、傍聴い

ただいて、大変うれしく思ったんですが、その

少年会議の４人の班のチームが、紹介ございま

したように、長井市のまちなかの魅力をいかに

アップするかという、まさに少年、青年らしい、

そんな意見だったなと思いますが、それはすな

わち、今後の人口減少の中でも、長井というま

ちはなかなか、芸術文化はもちろんですが、買

物や飲食、また、いろんな遊べる機能があると、

スポーツもできる、あるいは自然環境がいいと、

そういった様々な魅力ってあると思うんですが、

若い人たちにとっては、一番関心あるのはいか

に自分たちが楽しみたい、そういう機能が長井

ではこれから備わるんだろうかということが多

分魅力と、若い人たちにとってはつながるんだ

と思っています。そういった意味では、まさに

今後、ここまで、「くるんと」まで市が、行政

が単独でやってきたわけですが、今度はいよい

よ駅前通りの街路事業と合わせて、そして、令

和７年度からスタートする第４期の都市再生整

備計画事業、ウォーカブルということで、これ

は文教の杜ながいを中心に、なおかつ平成29年

に選定をいただいた文化庁の重要文化的景観、

これを生かす取組であると。これは箱物を造る

というより面的整備で、いわゆるウォーカブル

を目指そうということであります。鈴木一則議

員はいろいろ理解されていると思うんですが、

今のこの中心市街地の活性化、様々な本町の街

路事業から駅前通り、そして、今回は宮・小桜

街区ですよね。それというのは、実は鈴木一則

議員も現職のときにこれからの将来を展望した

場合に、もう既に平成の15年ぐらいは人口、こ

れからどんどん減り続けるよということが言わ

れておりましたし、私も市長に就任させてもら

うときには、これをどういうふうにして将来に

も、当時は持続可能なまちづくりなんて言って

いなかったんですが、ずっと若い人たちに魅力

を感じてもらえるようなまちにするにはどうい

う発想で、あるいはこれから人口減ってく中で、

地域がそれぞれの、長井市、１町５か村、６か

所の地区でそれぞれが独自の個性を生かしなが

ら、資産を生かしながら活力あり、そして何と

か、消滅を免れるような、そういうまちづくり
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をどうしていくかといったときに、最初に核に

なったのは中心市街地活性化基本計画、ただし、

これは最初、商工観光課でお願いしたんです。

ところが、協力してもらえなかったんです、ご

存じのとおり。２年して駄目だって言われて、

しようがないから商工と観光を分けて、商工振

興課と観光振興課にして、商工振興課にして初

めて何とかつくることができたと。それが今日

つながっているわけです。結局、都市再生整備

計画事業も、あるいは立地適正化計画も、ほか

のまちより強いのは、中心市街地活性化基本計

画という内閣総理大臣の認定をいただいたんで

すね。議員ご承知のとおり、山形市、鶴岡市、

酒田市、そして上山市と、県内では５つしかな

いわけです。そのうちの、我々みたいな小さい

まちが認定を取ったというのは非常に大きいと

思っています。そんなことで、大変核となるよ

うなご質問、ご提言いただいたんで、大変うれ

しく思っております。 

 今年度、立地適正化計画の策定支援事業の国

の補助を得て、これは事業費が8,500万円、補

助率50％で4,250万円の補助をいただいて、平

成31年３月に公表した立地適正化計画の改定を

進めております。議員のほうからは、次期都市

再生整備計画の街区公園整備後の周辺整備につ

いて、区域全体の構想が必要で、街路事業と合

わせ、進むことを願うがというような、将来に

向けたご提言だと思っておりますが、さきの全

員協議会でも説明いたしましたけれども、１つ

には防災指針の検討、２つには地域生活拠点、

これは小さな拠点の検討、そしてもう一つは民

間活力による長井駅前周辺の土地利用計画の検

討があると、それに基づいて大まかな立地適正

化計画の柱をつくったわけです。長井駅と一体

となった新庁舎や遊びと学びの交流施設「くる

んと」の整備により、人の流れが変わり、さら

には都市計画道路長井駅海田線街路整備が本格

的に着手されつつある中で、空き店舗や空洞化

した土地をどのようにしていくか、地権者や沿

線住民の方の意見を確認し、民間主導の長井駅

前地区の土地利用の活性化を推進しようという

ものでございます。これから、令和７年から街

路事業の予定が、ラウンドアバウトを何とか認

めていただいて、都市計画の変更を県でしてい

ただいたんですね。終了めどが令和12年という

ことで、６年なんですね。この６年が多分勝負

だろうと思っています。ですから、これを進め

るに当たって、鈴木一則議員にも、最後は総務

参事までしていただいたんですが、浅野議員も

鈴木一則議員も建設関係で非常に頑張っていた

だいたわけで、そのときに思い入れとしては、

特に、鈴木一則議員は総務参事のときだったか

な、建設課長のときだった、行財政改革の中で

土地開発公社を解散しなくてはいけないと、た

だし、よくよく聞いて調べてみると、解散が義

務ではないんですね、解散すべきだと。私は当

時の副市長、非常に頑張っていただいたんです

が、新野副市長に、あるいは当時の幹部の皆さ

んと相談して、みんながそんなもの必要ないと、

早く解散すべきだと、でも、私は将来、長井市

が、例えば市がいろんな事業をやったときに、

必ず遊休地というのはもうどんどん出てくると

思っていましたから、また、旧丸大扇屋のほう

の寄附って話もあったんです。だから、ぜひ土

地開発公社は残したいと言ったんですが、鈴木

一則議員だけがそうだと、あと、ほかはみんな

反対です。それが今の、要は停滞を招いている

わけです。実は「くるんと」を造る、整備、計

画する前から、協同薬品から、旧経営者、今の

経営者と違いますが、ぜひ買ってくださいと言

われました。買いたかったです。というのは、

もうここ市役所造るという構想と、隣にずっと

前から若い人たちから要望のあった屋内の子供

の遊戯施設、あと図書館も、つつじ公園あった

のも古いので一緒にしようということがだんだ

ん議論されていた時期だったので、そこに商業
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施設とか、あるいは集合住宅とか、底地を持っ

ていると、これ民間に貸せるんです。ですから、

それだけで黙って相当な事業者利益が出てくる

んです。そういったことはずっと想定されてい

ましたから、高野町も。ですから、それをした

かったんですが、それが今となっては本当悔し

いと。 

 例えば最近民間と行政でいろいろやったプロ

ジェクトで、東北で一番有名なのは岩手のオガ

ールプロジェクトです。あれは、小さい町です

けど、駅前に町が土地をいっぱい持っていたん

です。だから、民間のほうでそれを借りて、い

ろんな民間投資が受けることできたんです。と

ころが、長井市は土地を買うにも全て計画を立

てて、議会から議論していただいて、よしとな

らなければ買えないわけです。ですから、非常

に私としては、ここまで来たのに、結局、話が

長くなって恐縮でございますが、区画整理でや

るか再開発しかないんです、ハードをこれから

やる場合は。宮・小桜街区といいますか、文教

の杜ながいを中心とした第４期の都市再生整備

計画事業は、面的整備に、もう箱物を立てる余

力はないと、ですから、電柱の地下埋設とか石

畳とか、あと面的整備だけで、そこに空き家、

空き店舗をうまく利用して、民間と一緒になっ

て重要文化的景観の景観を生かし、歩きながら

楽しめるまちをつくろうと。そこで当然、地元

ならではの飲食店とか、あるいはお土産を買え

るものとか、そこと美術館、ミニ美術館を幾つ

かつくれないかと、ですから、そんなに大きな

お金がかからない、その程度しかなかったんで

す。ただし、今、簡単に申し上げますと、ご承

知のとおり、区画整理事業は非常に難しいと、

時間もかかると。あれの欠点は減分になるんで

す。そうすると、地権者がまちなかで100坪持

っていたら25％も減分になるっていったら、こ

れ反対しますよ、最後は。ですから、市街地再

開発が一番いいだろうと。結局、認定いただい

た事業については、市で認定するわけですけど

も、民間の事業が国と県と市と３分の２の補助

を受けてできるわけです。それにはやり方があ

って、単なる集合住宅、店舗だけでは駄目なん

ですけども、これは市のほうでいろんな複合的

な機能を一緒に考えて、それで、それを募って

受けてくれる事業しか認めないとすればいいわ

けで、それでいろんな機能がつくれると。ただ

し、市では残念ながらお金が入らないんです。

固定資産税ぐらいです。ところが、それを土地

買えていたら、大変なメリットがあったわけで

す。ある程度、公共施設整備をした、その維持

管理、例えば「くるんと」とか図書館とかいろ

んなもの、そういったものの指定管理料なんて

いうのは出せるぐらいの開発メリットがあった

わけですが、それがないというのが非常に残念

だなと、あのとき、鈴木議員と一緒になって駄

目だって言えばよかったんですが、弱い市長だ

ったので、残念ながら折れてしまったんですけ

ども、今となって考えれば非常に惜しいなと。

ちょっと長々とすみませんでした。 

 それで、簡単に申し上げますと、民間活力に

よる長井駅前周辺の土地利用計画の検討という

のがあって、市庁舎や「くるんと」、さらには

都市計画道路長井駅海田線の街路整備で、底地

を地権者の方に説明会をしたんです。その中で、

去年の10月から１月にかけて３回にわたって、

地権者をはじめ、高野町、栄町、本町、花作町

にお住まいの方や事業者の方を対象に説明会を

実施しました。ここでは、過去の長井駅前のに

ぎわいと現状の比較、アンケートによる駅前の

課題や今後のまちづくりの考え方、そして、そ

れを実現するための事業手法等を説明したとこ

ろです。 

 特にアンケート結果では、87件中６割以上の

回答をいただきましたが、現在の長井駅前で不

足しているものの質問に対し、75％の方が日々

の買物、44％の方が外食する場所で、おのずと
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今後整備するべきものとして、商業施設の充実

が55％で、突出した結果になりました。想定さ

れた結果ではありますが、市民の生の声として

切実さが伝わる結果となりました。整備すべき

エリアについては、長井駅海田線沿線を街路整

備と併せ整備していくが55％と最も多く、また、

市役所駐車場と長井駅海田線に挟まれたエリア

と合わせますと80％の回答が得られました。ま

た、協同薬品工業跡地についても25％で、この

２つのエリア、つまりは「くるんと」と長井駅、

新庁舎の南北のエリアを整備すべきエリアとす

る方向性は確認できたところです。 

 また、整備手法としては、先ほど申し上げま

したとおり、土地区画整備事業と市街地再開発

事業がそれぞれ40％で、まちづくりに参加する

かの意向については、参加したいが16％、参加

できると思うが48％で合わせて64％の方が何ら

かの意欲を持っていることが分かりました。 

 しかしながら、回答者の年齢が60歳以上の方

が55％であることを考えたときに、次世代以降

の参加はもちろんですが、スピード感の必要性

を感じたところです。 

 現在のところ、旧協同薬品跡地については、

土地の所有者である県外の大手の薬品会社が集

約した商業施設の建設に向け、サウンディング

に動き始めたところでございます。このことに

ついては、市としても常に情報の共有をお願い

しているところで、今後整備内容が進む中で、

行政として施設を組み入れることが可能かどう

か、また、エリア全体の環境整備の面からも、

フラワー長井線西側の地域の方の利便性を図る

ために、市道の整備等が必要かどうか、検討し

ていくことになります。 

 都市計画道路長井駅海田線の沿線の整備につ

いては、事業が道路に面する箇所に限られ、ど

うしても奥行きの薄いエリアの整備になってし

まいます。今年度完成した都市計画道路粡町成

田線からも分かるように、元来の地権者が背後

に後退して、従来の家業を継続して学んでいる

のに対して、現状で空き家、空き地が多い長井

駅海田線沿線ではそれもままならず、さらなる

空洞化が、下手するとですが、進みかねない状

況になるおそれがあります。そこで、市役所駐

車場と長井駅海田線に挟まれたエリアについて、

市街地再開発事業での整備を検討していきたい

と考えております。 

 ただし、これをできる人間というのは、若い

職員は育っています。係長クラス、30代、40代

前半ぐらい。ところが、管理職としてできる人

間は、残念ながら今の管理職の方が、50代の方

なんですね、財政再建のときに係長から主査、

補佐と来た職員が多いことから、なかなかこれ

は継承がすぐ簡単にはいかないなと考えていま

す。そんなこともあって、どうしても人材不足

だと思っています。 

 当然、事業化には地権者の合意と発意が必要

で、事業費も大きくなってしまいます。構想段

階の行政の役割として、権利者のコンセンサス

づくり、再開発の素案、床用途や公共施設整備

の検討があります。整備手法に関しても、個人

の相応の負担や減歩を伴うなど、ご理解いただ

いた上で、地権者だけでなく、住民や経済界と

一体的に進めていく必要があります。その上で、

準備組合の設立、都市計画決定や事業決定の行

政手続の後に正式な組合や公社等の設立認可を

受け、工事の着手になるんではないかと考えま

す。一般的に市街地再開発事業は10年の歳月が

かかると言われていますが、比較的小規模のこ

ともあり、高齢化が進む中でいかにスピード感

を持った取組ができるか、それには官民一体と

なった取組ができるかどうかが重要になると考

えております。 

 続きまして、２点目の厳しくなる財政事情の

対応策についてということで、私からは、

（４）の地域活性化を進める事業の取組は重要

であるが、進めるための適切な行財政運営につ
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いてということなんですが、議員からありまし

たように、人件費は今増えています。というの

は、ちょっと要綱が変わりまして、会計年度任

用職員の人件費が職員の人件費と含まれてしま

ったこととか、あとは、期末・勤勉手当、会計

年度任用職員にあったということで、２億

8,000万円ぐらい、その経費がかかってくるん

です。いろんなことがあって、詳しくは財政課

長から答弁いたさせますが。 

 あとは、肝腎のふるさと納税なんですが、置

賜のふるさと納税がなぜ伸びないかというと、

残念ながら農協さんから米の販売の支援をいた

だけないということで、農協さんは農協さんの

考え方があって、少しでも農家の取り分を大き

くしたいから、ふるさと納税なってしまうと安

売りになるんだろうというようなことから、残

念ながら、私どもはＪＡさんの取引は12万円し

かありません。一方で、40億円超えた山形市農

協、天童市農協、寒河江市農協は10億、20億で

す。ですから、そういったところがあって、頼

みの綱だったビールが、実は私どもは、製造工

場がなくてもホップが非常に優れているという

ことで、私ども収めているビール会社から折り

紙つきをいただいて認めていただいたと。とこ

ろが、議員の皆様いっぱい質問されるんで、う

そ答えられないんで言っていたら、どんどんほ

かの町でまねされて、結果として一昨年の暮れ

から駄目になったと、それだけで直接６億円、

あと関連で恐らく８億円ぐらいは変わってきた

と思います。その部分はもうほかに財源なんて

ありません。それで伸ばすしかないです。した

がって、そのための手法を今、一生懸命考えて

いまして、何とか令和７年、８年ぐらいに少な

くとも以前の分以上、何とか獲得しないと、な

かなか財政運営ままならないと思っています。

必死でやんなくてはいけないと思っています。

これもなかなかやれる人間がいないし、総務省

はじめ、いろんなところと交渉しなくてはいけ

ないということもあって、非常に専門的な、あ

るいはいろんな関係性を持った人間が必要で、

私が本当は動けばいいんでしょうけど、さすが

に私もこれ以上、同い年ですから分かるように、

もう死にますね、これ以上やりますと。それぐ

らいつらい仕事になっています。 

 財政課長のほうから一応答弁いたさせますが、

結局つまるところ、財政再建と同じように、結

局、単独事業は絶対やらない、あと、補助率の

高いものを何とか選んで、面倒でもそれを使わ

ないと後々後悔するということと、普通建設事

業を中心とした新規事業をできるだけ厳選する

ことやら、事業の開始時期や事業費総額の調整

とか継続の見直しなどに努め、最小の費用で最

大の効果を発揮できるような予算配分をせざる

を得ない、それが令和９年までは苦しいと。し

たがって、私、任期はあと２年ですんで、２年

切っていますので、大変そういう意味では次の

担う人に迷惑かけないように頑張りたいと思っ

ておりますが、ぜひ財政課と一体となっていろ

いろ、歳入の面でも歳出も、心して取り組んで

まいりますので、引き続きご助言等いただきた

いと思います。 

 長くなって申し訳ありません。以上でござい

ます。 

○鈴木富美子議長 青木邦博技術参与。 

○青木邦博技術参与 私からは、次期都市再生整

備計画事業の工場跡地の街区公園化を進めるに

当たり、権利等の解決をどのように進めていく

のかについてお答えいたします。 

 旧ハイマン電子高野町工場につきましては、

破産意思決定確定から20年が経過し、所有者不

明で長年放置状態になっていました。新庁舎、

長井駅からも250メートルと近く、倒木や雪害、

有害鳥獣などの景観面で長年、周辺環境を阻害

しており、地区からも工場の取壊しについて切

実な要望をいただいておりました。建物のみな

らず、内部には金属メッキ器具や危険物が残っ
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ており、それらを含めて、処分には相当な金額

がかかることや権利関係が複雑で、取壊しの手

法を見つけられずに現在まで至りました。 

 都市計画道路長井駅海田線の着手や次期都市

再生整備計画事業を計画する中で、周辺住民の

方の期待に応えるのは今をおいてほかにないと

の考えの下、長井駅前公園整備事業として工場

を取り壊しし、跡地を公園化することにより、

町並み及び居住環境の整備を図るものでござい

ます。 

 鈴木議員ご質問の手続の進め方でございます

が、最初に法定相続人、及びこの間、相当な時

間が経過しておりますので、法定相続人が亡く

なりまして、代襲相続人になっている場合もあ

りまして、それらの方々に相続放棄の手続をし

ていただくことになります。相続放棄等の権利

関係については、既に確認しております。 

 次に、所有者不明の土地及び建物を取得する

ために、長井市が申立人となり、所有者不明土

地建物管理人の申立てを地方裁判所に行います。

あわせて、その選任のために予納金を納付いた

します。令和７年度予算８款４項５目11節の役

務費中、350万円がそれに当たります。管理人

には、原則、弁護士が選任になりますが、その

管理人が抵当権者である銀行等の債権者に対し、

抵当権の抹消手続や抹消の承諾の業務に当たり

ます。最終的に抵当権が抹消され、所有権の移

転が完了して、管理人の任務が終了することに

なり、取壊し及び公園化工事はその後というこ

とになります。 

 完了めどについてでございますが、計画では

令和７年度から令和11年度まで、事業期間いっ

ぱいの５年間を予定しております。これまで手

つかずの経緯からも、簡単に事が運ぶとは考え

てはおりません。限られた期間の中で、１つず

つ丁寧に進捗を図っていきたいと考えておりま

す。 

○鈴木富美子議長 赤間茂樹商工振興課長。 

○赤間茂樹商工振興課長 問１の（２）でまちな

かのにぎわい対策が遅れないよう対応すべきで

はないかにつきまして、お答え申し上げます。 

 初めに、前段で中活について若干お話しさせ

ていただいた後、お答え申し上げたいと思いま

す。 

 長井市におきましては、これまでまちづくり

の進め方について、内谷市長が就任後に始めま

した経済再生戦略会議、その後、長井市民塾に

引き継ぎまして、中心部のにぎわいを取り戻す

ための政策といたしまして、清水愼一先生のご

指導を受けて、初めて観光振興計画を策定し、

まちなかへの誘導策の方向性を示したものでご

ざいます。その後、長井市中心市街地活性化基

本計画を策定、内閣総理大臣の認定をいただき

まして、また並行して、都市再生整備計画、立

地適正化計画とまちづくりの整合性を図りなが

ら進めてまいったところでございます。中心市

街地活性化基本計画は活性化への目標と指標を

明確化いたしまして、それに寄与する事業を認

定いただきながら、ハードもソフトも推進する

ことで実現するものであり、長井市にとってこ

の計画は非常に重要な役割を果たしている計画

となっております。 

 この事業推進に当たりましては、行政のみな

らず、民間の事業者に理解をいただき、ハード

に並行して民間の事業も進めていただくため、

中心市街地活性化協議会という組織をさせてい

ただきまして、事務局には商工会議所に担って

いただき、民間事業者と一緒に進捗管理を行い、

まちなかの活性化に向けて事業を行うこととし

ているところでございます。 

 これまで行政といたしましては、地方創生事

業として取り組んできたものもありますし、後

継者不足や空き店舗対策、新規事業者の開拓な

ど、様々な課題に取り組むために、民間でもま

ちづくり会社を創設していただきました。事業

者自ら、にぎわい創出の事業に関わっていって
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いただいております。また、本町中央まちづく

り協議会をはじめ、長井駅前通りまちづくり協

議会、さらに宮・小桜街区まちづくり協議会と

の話合いを通して、活性化の道を探ってきたと

ころでございます。 

 中心市街地活性化協議会では、全国の先進事

例の研修を行い、これらを参考に商店街等で取

り組む事業に協力してまいりました。令和６年

度、本年度につきましては、長井商工会議所で

中小企業基盤整備機構の事業を採択いただき、

中心市街地商店街等診断サポート事業というも

のを始めております。この事業につきましては、

商店主と消費者が一緒にまちの魅力を整理、発

掘し、改めて長井のまちを発信すること、それ

から、このまちに足りない部分の解決策を切り

開くためのものでございます。この事業につき

ましては、令和７年度も継続していただくこと

としております。 

 まちのにぎわいにつきましては、施設整備の

ほかに、そこから人が行動しないと実現できな

いというものでございますので、行政といたし

ましては、市民、事業者の意識づけや手法のて

こ入れとして、令和５年度からにぎわい創出事

業で民間活動の支援を行っております。 

 この中身につきましては、イベントの開催手

法のほか、事業主を主体とした方々ににぎわい

推進委員会というものをつくっていただきまし

て、民間で行うまちづくりを進めてきたところ

です。課題である空き店舗につきましては、所

有者との話合いを進めていただき、空き店舗バ

ンクを創設しました。これはこの３月から開設

しております。そのほか、チャレンジショップ

の運営もしておりまして、新規事業者の開拓を

行ってきたところです。令和６年度の成果とし

ては、１人の新規事業につながったところでご

ざいます。 

 これまで全国のまちづくりの先進地を見てき

ましたが、いずれのまちも建築家や不動産事業

者が関わったところが一定の成果を出している

ということでございました。これから学びまし

て、長井市のにぎわい推進委員会でも、建築士

と宅建の資格者を巻き込みまして、特に空き店

舗活用に力を入れていく方向で現在進めている

ところでございます。 

 来年度以降も民間事業者が中心となった活動

を進めるため、継続して賑わい創出事業を進め

てまいりますが、今後は都市再生整備計画事業

が、駅前のほか、重要文化的景観区域である

宮・小桜街区にも着手することを念頭に置きま

して、範囲を広げてまいりたいと考えておりま

す。 

 現在、民間がようやくこのように動き出した

ところですので、市も一緒にこれからの後継者

が希望を持ってまちづくりに取り組める体制、

新たなにぎわいの顔づくりについて一緒に進め

てまいりたいと思っております。こうしたソフ

ト事業については、人が主役になってきますの

で、少々時間はかかると思いますが、ようやく

民間も動き出したということでご理解いただけ

ればと思います。 

○鈴木富美子議長 若月由紀建設課長。 

○若月由紀建設課長 問１の（１）第３期都市再

生整備計画の事後評価の達成指標のうち、歩行

者通行量が未達成で目標値と差があると感じる

が、対策はあるかについてお答えいたします。 

 第３期都市再生整備計画では、平成31年度か

ら令和５年度までの５か年で、公共施設の整備

による都市機能の強化と長井駅周辺への回遊性

を高めることにより、中心市街地の活性化を図

り、コンパクトで持続可能なまちづくりを進め

てまいりました。第３期計画における達成度の

指標の一つである歩行者通行量に関しては、第

１期中心市街地活性化基本計画の指標である中

心市街地における休日の歩行者通行量を基に設

定しております。都市再生整備計画における指

標としては、この第１期中心市街地活性化基本
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計画の令和２年度目標値を参考に、そこから令

和５年度までの推計値や公共複合施設による効

果、まち歩き観光客数による波及効果、観光交

流センターや長井小学校第一校舎整備事業によ

る回遊効果等を加味し、目標値を１日当たり

437人と設定しました。令和５年度の最終的な

数値が１日当たり316人となり、目標値には届

きませんでしたが、従前値、平成29年度の190

人と比較すれば、歩行者数は約1.7％倍になり、

少しずつ増加している状況にあります。 

 次期都市再生整備計画では重要文化的景観区

域の宮・小桜街区を生かしたまちなかウォーカ

ブルとして、居心地がよく、歩きたくなるまち

づくりを進めるとともに、まちなかでのイベン

ト等を通して、さらなるにぎわいの創出を図っ

てまいりたいと考えております。 

 議員ご指摘のとおり、これまで整備してきた

各施設の中間地点に誘客につながる施設を設け

て、目的地をつなげていくということも大事な

視点だと思います。 

 それと同時に、車社会の中で車を止めて歩き

たくなる仕掛けやフラワー長井線市営バスとの

連携も必要だと考えております。 

 中心市街地における公共施設の整備がある程

度完了しておりますので、今後は歩きたくなる

歩行空間や憩いの空間を整備するとともに、民

間団体等によるにぎわいの創出にも期待し、官

民一体となって中心市街地の活性化につなげて

まいりたいと考えております。 

○鈴木富美子議長 竹田利弘政策推進参与。 

○竹田利弘政策推進参与 私のほうには、問２の

厳しくなる財政事情の対応策についての（１）

ふるさと応援基金の採納状況と新たな返礼品に

ついてと（２）のほう質問ありました、時間も

少ないので、ちょっと要点だけ回答させていた

だきます。 

 ふるさと納税につきましては、令和５年10月

に大きな制度設計の変更があり、全ての経費の

割合が寄附金額の５割以内、うち返礼品の部分

が寄附金額の３割以内とされました。また、地

場産品の基準についても厳格化され、本市では、

それまで寄附金額の３分の１程度を占めており

ました、本市の特産品であるホップを原材料と

したキリンビールの取扱いができなくなりまし

た。 

 その結果、令和４年度の寄附金ですが、約17

億円のうち、内訳ですけど、リンゴやサクラン

ボ、ブドウなどの青果が約9.2億円、ビールな

どの酒類が約5.2億円、肉類が1.5億円、米が

8,000万円、0.8億円という結果でした。 

 令和５年度ですけども、10月に制度改正あっ

たものですから、総額が14.5億円のうち、青果

が同じで約9.3億円、ビールなどの酒類が2.7億

円、肉類が1.3億円、米が約１億円となりまし

た。 

 令和６年度につきましては、今の見込みでご

ざいますが、総額を９億2,000万円程度と見込

んでおります。内訳ですけども、青果が6.3億

円、肉類が、前年同程度の1.4億円、米が、米

不足もあるものですから、1.4億円程度、そし

て、ビールがほとんどないんですけども、酒類

が200万円程度と、ほぼ皆減の状態で、減収要

因は、ビール及び青果の大幅減が顕著でござい

ます。 

 それで、なぜ、ビールの影響ははっきり分か

るんですけども、なぜ、果物が落ちたかですけ

ども、実は令和６年度は特にサクランボが著し

い不作でした。最後に出せる分が、最後の２週

間程度、全く出せませんでした。あと、リンゴ

が令和５年度に非常な不作だったものですから、

１年待っていただいて、令和６年度産をお送り

しました。その分の影響が相当数ございました

ので、量はある程度確保はしていただいたので

すけども、令和５年度に寄附いただいた方につ

いて令和６年に送らなくてはいけなかった、リ

ンゴについて、というところが大きな原因にな
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っております。あともう一つ、ブドウのシャイ

ンマスカットですが、多くの市町村で取組なっ

て、多分そこの影響も若干ございます。 

 ただ、このまま手をこまねいておられません

ので、サイトですけども、ポータルサイト、令

和６年度の上半期に２つ追加して、今現在、11

サイトやっております。ポータルサイトも増や

すと、あると増えますので、11サイトでもやっ

ております。 

 あと、その中にしましても、魅力がしっかり

伝わるように、写真とか、あと説明文をしっか

りと伝えられるように、長井の魅力を伝えられ

るような努力はしております。 

 あと、今、実は400品目ほど扱っております

が、大きいところだと1,000品目ぐらい扱って

おりますので、これは何か増やさないかという

ことで、事業者の方と相談していますが、先ほ

ど市長からもありましたが、米についてはＪＡ

さんとなかなかうまく協議が調わず、そこにつ

いては、ＪＡさん以外の事業者の方とも、今、

扱えないかということで、協議を進めていると

ころでございます。 

 このようなことで、昨年度のことを踏まえま

して、青果物を上げたい、米も上げたいという

ことで、15億円を見込んだものでございます。 

 あと、もう一つなんですけども、減収分の財

源確保でございますが、ふるさと応援基金の減

収が既存事業や委託料などの予算化に影響した

のではないかということでございましたが、確

かにそれもあります。ただ、ふるさと納税の減

収分もありますが、財源として国のほうの支出

金、補助金等を積極的に活用したいと思ってい

ます。それで、今回の中でも特に地方創生の交

付金と既存事業の見直しをして、ブラッシュア

ップをして、交付金でいい事業にできないかと

いうことで、取組を進めておりますので、その

辺につきましては、補正予算等でも対応したい

と思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○鈴木富美子議長 鈴木和夫財政課長。 

○鈴木和夫財政課長 私からは、厳しくなる財政

事情の対応策についての（３）今後の行財政運

営についてお答えいたします。 

 初めに、議員からございました令和元年度か

ら人件費が毎年度増加している要因についてで

すが、令和元年度から令和２年度の伸びが額に

して３億300万円の増加でございます。前年比

で14.2％の増ということで、大きく伸びており

ます。 

 その要因についてですが、市長からもありま

したが、令和元年度までは国が示す決算統計の

分類上、臨時職員の賃金を物件費として計上し

ておりました。令和２年度からは会計年度任用

職員制度の施行によりまして、物件費から人件

費へと科目が変更となったため、大幅に増加し

たものでございます。 

 令和３年度につきましては、人件費全体では

前年度比7,789万円、3.2％の増となっておりま

す。主な要因は、新庁舎建設事業などの大型公

共事業が終了しまして、普通建設事業費扱いと

する人件費、事業費支弁人件費と申しますが、

こちらから通常の人件費へ計上されたことや新

型コロナウイルスワクチン接種対応等に係る時

間外勤務手当の増加などが主な要因となってお

ります。 

 令和４年度及び令和５年度につきましては、

１％台の伸びとなっておりますが、人事委員会

勧告の反映による基本給や手当の増加、会計年

度任用職員の配置増などによるものでございま

す。 

 次に、適切な行財政運営の継続にはどのよう

な対策があるのかにつきましてですが、市長、

また参与のほうからも答弁がありましたので、

簡潔に申し上げますと、引き続き有利な補助制

度、また交付税措置のある起債制度を活用して

いくことが大事だと思っております。国等の制
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度を最大限に活用した歳入確保に努めてまいり

ます。 

 また、歳出面では、事業の厳選という、市長

からも答弁ありましたけども、最小の費用で最

大の効果を発揮できるように予算配分を行って

いきたいと思っております。 

 財政健全化に取り組んでいた時期から転じま

して、長年実現できなかった公共施設整備や市

民のニーズに応じた行政サービスを積極的に実

施してきたことによりまして、主な財政指標は

増加傾向となっておりますが、効率的な予算執

行、地方債の繰上償還を実施するなど、あらゆ

る対策を講じながら、後年度負担の軽減に努め

て、引き続き持続可能な財政運営を行ってまい

りたいと考えております。 

○鈴木富美子議長 ６番、鈴木一則議員。 

○６番 鈴木一則議員 残念ながら時間がなくな

りましたので、以上で質問終わります。 

 

 

 平井直之議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、順位４番、議席番号１

番、平井直之議員。 

  （１番平井直之議員登壇） 

○１番 平井直之議員 お疲れさまでございます。

21爽風会の平井直之です。会派を代表して一般

質問を行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 早速ですが、通告に従いまして、私からは、

公共交通についての１件についてですが、質問

させていただきます。 

 厚生労働省のデータでは、日本の人口は2070

年には総人口が900万人を割り込み、高齢化率

は39％の水準になると推計されています。また、

団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、

75歳以上の人口が全人口の約18％となり、2040

年には65歳以上の人口が全人口の35％となると

推計されています。また、日本の出生数を見て

みますと、外国人も含んだ2024年の人口動態統

計の速報値では、2024年の出生数は72万988人

で、９年連続で過去最少となったそうです。諸

外国と比較しても、65歳以上の人口の割合は２

位のドイツより10ポイント以上大きく離して１

位となっており、出生率についても、ヨーロッ

パ諸国より低い出生率になっております。 

 本市においても、人口推移を国勢調査のデー

タ、これは平成27年と令和２年度のデータの比

較になりますが、それで調べたところ、平成27

年の人口は２万7,757人、令和２年度の人口は

２万6,543人となり、５年間で約1,200人減少し

ており、率でいいますと約4.4％の減少になっ

ております。 

 また、人口構成を調べてみますと、年少人口

と言われる０歳から14歳の人口比率は、平成27

年で約12.0％、令和２年度では約10.7％と、

1.3ポイントほど減少しております。同様に、

生産年齢と言われる15歳から64歳の人口につい

ては、平成27年では約55.2％、令和２年度では

53.3％と、1.9ポイントほど減少しております。 

 一方、老齢と言われる65歳以上の人口は、平

成27年では約32.9％、令和２年度では約36％と、

こちらは約3.1ポイント増加しており、高齢化

率についても、全体における高齢化の比率であ

りますので、大きく増加しているということに

なります。直近の本市の人口については２万

5,000人を切る状況にあり、また、出生数も増

えてないことから、さらに高齢化率も上がって

いるのではないかと考えます。 

 このように高齢者が増える状況でありますの

で、車の運転免許証を返納する方が増えてきて

いるのではないでしょうか。運転免許証を返納

することにより、買物や病院など、自分で出か

ける手段がなくなってしまい、大変困っている

方が多くなっているとお聞きします。また、高


